
停留ビザ          観光ビザ申請  

１、対象者 

査証免除措置国以外のビザが必要な外国籍の方 

(ビザが必要かどうかは、「査証免除措置国」をご参照下さい。) 

２、必要書類 

(1) 旅券：原本とコピー1通（申請時において残存期間 6ヶ月以上） 

(2) ビザ申請書：1通 

（オンライン登録したもので、本人の署名が必要。未成年者は保護者も署名してください。） 

(3) カラー・背景無地白色の証明写真：2枚（縦 4.5cm×横 3.5cmのパスポートサイズ、頭頂

から顎までの長さが 3.2~3.6cmで、申請日前 6ヶ月以内に撮ったもの） 

(4) 在留カード：原本と両面のコピー（A4サイズ）1通 

(5) 住民票: 最近 3ヶ月以内に発行された国籍・在留資格・在留カード番号の記載必要。 

（全部事項証明書） 

 (6) 最近 3ケ月以内に発行された残高証明書原本 

    (本人名義で郵便局または銀行発行の 20万円以上残高があるもの。通帳コピーでは受付不可) 

または在職証明書（氏名はパスポートと同じ表記でお願いします。カタカナ不可。） 

(7)  往復航空券及びホテルの予約確認書 

(8) ビザ費用：最新の手数料一覧表をご参照下さい。 

※未成年者の申請者は、①保護者の同意書、②パスポートまたは運転免許証のコピー 

（空白部分に署名必要）1通、③住民票（3ヶ月以内に発行の世帯全員の全部事項証明書）が

必要です。また、未成年者で、ご本人名義の残高証明書を提出することが難しい場合は、保護

者名義の残高証明書をお持ち下さい。 

※審査状況によっては、追加資料の提出をお願いする場合があります。 

 

注意事項： 

1. 本處の申請管轄は神奈川県と静岡県に居住の方です。 

2. 本人または代理人が直接窓口にて申請して下さい。 

3. 旅行会社の方が代理申請する場合は、社員証(外務員証等)の原本とコピー（一部）を

お持ち下さい。旅行会社を通さない場合は、委任状と、代理人の身分証明が必要です。 

 

 台北駐日經濟文化代表處橫濱分處 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


